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第 1章 自然再生の対象となる区域 

第 1節 自然再生の対象となる区域 

自然再生全体構想が対象とする自然再生の対象となる区域は、下図に示す赤線の範囲、霞

ヶ浦（西浦）中岸の田村揚排水樋管から戸崎 1 号排水樋管に至る区間（概ね西浦中岸 6.0km

～9.5km の区間）の湖岸域とする。この区域を田村・沖宿・戸崎自然再生地（以下「自然再

生地」という）と称する。 

自然再生地の陸側の区域は、堤脚水路を含む区域とする。沖側は概ね湖岸から 100m 程度を

対象区域とする。 

なお、樋門、樋管、漁港が存在する箇所については、現況の利用を妨げない範囲で事業を

実施する。 

 

自然再生の対象となる区域

※実線は境界確定,陸域の点線は現時点で境界未確定,

水域の点線はおおよその範囲を示す。 
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